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１．運用ポリシー策定の目的  

本ポリシーは、公益社団法人茨城県薬剤師会（以下「本会」という。）の SNS（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）公式アカウントの運用・投稿（以下「ポスト」という。）に関する事

項について定める。  

２．法令遵守等について  

公式アカウントを活用するにあたり、法令遵守及び知的所有権・個人情報・プライバシーの保

護に努める。また、誹謗中傷、人権侵害、公序良俗に反するコメント等については厳格に対応す

る。 

３．公式アカウントについて  

本会は、以下の SNSの公式アカウントを開設する。  

Ｘ：https://x.com/ibayaku_ipa 

アカウント名：茨城県薬剤師会  ID:ibayaku_ipa 

４．公式アカウント運用目的 

（１）会員及び広く薬剤師や県民に向けた広報活動の一環として、本会のイベント、薬事関連情

報、発行物等の情報を発信することを目的とする。  

（２）災害発生時等においては、本会からの情報発信手段の一部として利用する場合がある。 

５．管理・運用体制  

（１）公式アカウントは広報委員会を総括部署とし、委員会・部会ごとに、実施する事業につい

ての情報発信、継続的な運用を行う。 

（２）公式アカウントの接続者は、次に定める管理者・投稿者とし、接続に必要な情報は、管理

者から投稿者へ伝達するものとする。 

（３）管理者は、広報委員会委員長及び事務局職員とし、ポストの投稿・編集・削除及びアカウ

ント情報を操作する権限を持つ。 

（４）投稿者は、本会役員、各委員会委員・部会役員とし、ポストの投稿・編集・削除する権限を

持つ。 

（５）原則、「いいね」「リポスト」等の別アカウントに対する反応は行わない。 

（６）アカウント接続者は、ポストがポリシーに反していないか確認する義務を負い、特に広報

委員会が主担当として、投稿内容を精査する。 

（７）アカウント接続者以外の者が、ポリシー違反を発見した場合は、事務局職員まで報告する。 

（８）投稿者が、ポストを投稿・編集・削除した場合には、事務局職員まで報告する。 



 

６．免責事項  

（１）公式アカウントの掲載情報の正確性については万全を期すよう努めるが、情報の安全性、

有効性について保証するものではない。本会の公式の発表・見解については本会ウェブサイ

ト（https://www.ipa.or.jp/）に掲載する。  

（２）下記の事項について、本会は一切の責任を負わない。 

①他アカウントが公式アカウントの情報を用いて行う一切の行為について  

②他アカウントにより投稿された公式アカウントに対するコメント等について  

③公式アカウントに関して、他アカウント間または他アカウントと第三者間でトラブルや紛争 

が発生した場合及びその損害について  

７．他アカウントによるコメント等について  

（１）他アカウントにより投稿された公式アカウントに対するコメント等は、本会の意見を反映

したものではない。  

（２）原則、コメントへの返信は行わない。 

（３）以下の各項目に該当する場合、予告なくコメント削除・アカウントのブロック等を行う場

合がある。  

①法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれのあるもの  

②特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの  

③政治、宗教活動を目的とするもの  

④著作権、商標権、肖像権など本会または第三者の知的所有権を侵害するもの  

⑤広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの  

⑥人権、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの  

⑦公の秩序又は善良の風俗に反するもの  

⑧虚偽や真実とは異なる内容及び単なる風評や風評を助長するもの  

⑨本人の許可なく個人情報を固定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの  

⑩他ユーザー、第三者等になりすますもの  

⑪有害なプログラム等  

⑫わいせつな表現などを含む不適切なもの  

⑬本会の発信する内容の一部又は全部を改変するもの  

⑭本会の発信する内容に関係のないもの  

⑮その他、本会が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等  

８．著作権について  

公式アカウントから発信する内容に係る著作権、その他の知的財産等一切の権利は、本会また

は本会がその他の利用の許諾を得ている第三者に帰属する。  

９．運用ポリシーの周知・変更等  

本ポリシーの内容は本会ホームページに掲載し、公式アカウントにリンクを設置する。また、

本ポリシーは必要に応じて事前に予告なく変更する。 


